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南街公民館・市民企画運営講座 街づくり懇談会 

「子育ての取組は家庭と地域で」 
第六回「親が知っておくべき これからのお金事情」 

 

                                市民企画運営委員 

                             ２０２２年０１月２７日 

 

２０２１年度第六回表題講座が、１月２７日に南街公民館２０２号室で開催されました。 

 ◎「親が知っておくべき これからのお金事情」 

について奥住昌史様(くるまるしぇカンパニー代表)に、講演をして戴きました。 

 ◎ 地域活動案内 

については今回、地域の当該活動を確認出来ず、案内はなしと致しました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 総司会；南街公民館    企画委員；第六回司会       講師：      

        尾又様           中川様         奥住昌史様        

 

 

 

  

 

 

 

★プロジェクターを使用しての会場の様子（２３名参加） 
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★ご講演「親が知っておくべき これからのお金事情」（資料②に詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【絵本】 

「レモンをお金に変える法」（Ｐ３に映像） 

小学校高学年・中学生向け経済学の楽しい絵本。 

【キャッシュフローゲーム】 

「金持ち父さん 貧乏父さん」の著者が考案した、 

お金持ちになる為の知識が身につくゲーム。 

【「金持ち父さん 貧乏父さん」】 

アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学書。 

【まずは親が関心を持ち、学ぶことが一番大事！！】 

人生百年時代を楽しく生きるために。 
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★参考書籍の紹介 
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★参考資料の添付 

   本日の講演会で使用した資料は以下の通りです。 

  ①「南街公民館・市民企画運営講座 街づくり懇談会」案内 ；Ｐ４ 

②「親が知っておくべき これからのお金事情」        ；Ｐ５～Ｐ８ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料① 
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資料② 
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資料② 

1ヶ月だけでもやってみる。 

管理することを学ぶ。 

セブンイレブンが２０２５年までに、全店セルフレジに。 

これでいいという固定概念は通用しない時代に。 

どうやって助けられるかを考えることが大事。 

２つ以上の活動を平行して行う。 元本が２倍になるのに必要な年数＝７２÷複利の年利 
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資料② 

例えば「７２の法則」を使えば 

７２÷７＝約１０年で元本が２倍に 
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以 上 

資料② 

前からの出資者に、後からの出資

者からの出資金を配当に回す。 

７２÷７＝約１０年で元本が２倍に 

【成年年齢は１８歳】 

民法の定める成年年齢は、２０２２年４月１日以降１８歳に。 

一人で有効な契約をすることが出来る。 


